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議案第 ７７ 号 

 

周陽環境整備組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、周陽環境

整備組合規約（昭和４８年指令地方第１０１７号）の一部を以下のとおり変更するこ

とについて、関係地方公共団体と協議するため、同法第２９０条の規定により、市議

会の議決を求める。 

 

   令和４年６月２日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子  

 

周陽環境整備組合規約の一部を改正する規約 

周陽環境整備組合規約（昭和４８年指令地方第１０１７号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条を次のように改める。 

（事務の承継） 

第１５条 組合の解散に伴う事務の承継については、関係市町の議会の議決を経て行

う協議をもって定める。 

附 則 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。 
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（参 考） 

周陽環境整備組合規約新旧対照表 

現行 改正案 

（組合の財産の処理） 

第15条 組合が解散した場合の財産

は、関係市町が負担した施設設置の

負担割合により処理する。 

 

（事務の承継） 

第15条 組合の解散に伴う事務の承継

については、関係市町の議会の議決

を経て行う協議をもって定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


